
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 章 
全体構想  





第２章 
全体構想 

21 

２‐１ 都市づくりの理念と目標 

本計画の上位計画である第７次東海市総合計画基本構想における本市の将来都市像、将来

都市像を実現する五つの理念及び都市づくりの基本的課題を踏まえ、本計画における都市づ

くりの理念及び目標を以下のように定めます。 

（１） 都市づくりの理念 

 

 

 

 

 

（２） 都市づくりの目標 

「住環境の充実」「自然環境の保全・活用」「安心・安全の確保」「にぎわいづくり」「産業

の活性化」の５つの都市づくりの基本的課題に対応するように、都市づくりの目標を定めま

す。また、５つの都市づくりの目標に共通する基本的認識として「ＳＤＧｓへの貢献」「協

働・共創の取り組み」の考え方を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ともにつながり 笑顔と希望あふれるまち とうかい 

都市づくりの目標 

 

 住みやすく、住み続けられる都市づくり 

豊かな自然を身近に感じられる都市づくり 

災害に強い安心・安全な都市づくり 

多様な世代が交流しやすい、にぎわいある都市づくり 

持続的な経済の発展を支える都市づくり 

目標を支える共通認識 

ＳＤＧｓへの貢献 協働・共創の取り組み 



 

22 

 

 

  
住みやすく、住み続けられる都市づくり 

・バスなどの公共交通において都市基盤（道路網・駅前広場など）を整備・活用することによ

り最適なルートと定時性を確保し、利便性が高い公共交通を目指します。 

・自然を親しむエコプロムナードなどの歩行空間の整備や、街路樹や生垣など市街地の緑化の

促進による魅力ある緑の創出によって、健康で快適な都市を目指します。 

・加木屋中ノ池駅周辺の都市機能を充実させ、医職住の整った市街地の形成を目指します。 

・道路、橋りょうなどのインフラ施設の機能を適切に維持し、安全な都市施設を目指します。 

・空き家・空き地の原因となる狭あい道路の解消や、市街地内に残る空き地や資材置き場など

の未利用地の宅地化による人口の定着により、住み続けられる都市を目指します。 

・バスなどの公共交通における自動運転などの新技術活用の検討により、利便性の高い都市を

目指します。 

３ すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、

福祉を推進する 

６ 安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を

推進するとともに、技術革新の拡大を図る 

１１ 住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的

なエネ ルギーへのアクセスを確保する 

１２ つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

6．安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する 

11．住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 

13．気候変動に具体的な対策を 
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

豊かな自然を身近に感じられる都市づくり 

・カーボンニュートラルを実現するため、二酸化炭素の吸収源対策として緩衝緑地や公園・農

地・ため池などの維持・保全を目指します。 

・親水護岸の整備や水辺も含めた公園の整備など、河川や水辺空間を活用した自然を身近に感

じられる都市を目指します。 

 ３ すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、

福祉を推進する 

６ 安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する 

１２ つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

１３ 気候変動に具体的な対策を 
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

 

１１ 住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 

１５ 陸の豊かさも守ろう 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、

森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻

止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る策

を取る 
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災害に強い安心・安全な都市づくり 

・頻発・激甚化する自然災害に対して、被害を軽減するため河川や雨水排水施設の適正な管理

や未整備区間の整備を進め、水害に強い都市を目指します。 

・災害リスクに対する被害を軽減・防止するため浸水対策事業や土地の嵩上げ、調整池の整備

など基盤整備を推進し、水害に強い安心・安全な都市を目指します。 

・緊急車両の通行や災害活動に対する支障を解消するため、狭あい道路の解消を進め、災害に

強い都市を目指します。 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を

推進するとともに、技術革新の拡大を図る 

１３ 気候変動に具体的な対策を 
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

多様な世代が交流しやすい、にぎわいある都市づくり 

・太田川駅周辺の都市機能を充実させるため、太田川駅西地区ににぎわい施設を充実させ広域

的な交流の場として魅力ある都市を目指します。 

・生活拠点への交通機能を充実させることや、市民館や敬老の家、児童館などの公共施設を再

配置することで、日常生活に困ることなく交流やにぎわいの生まれる都市を目指します。 

３ すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、

福祉を推進する 

４ 質の高い教育をみんなに 
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供

し、生涯学習の機会を促進する 

１１ 住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 

１２ つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

６ 安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する 

７  
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的

なエネ ルギーへのアクセスを確保する 

８ 働きがいも経済成長も 
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済

成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する 

１１ 住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 
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目標を支える共通認識 

ＳＤＧｓへの貢献 協働・共創の取り組み 

持続可能な開発目標の達成に向けた観点を

取り入れながら都市づくりを推進します。 

市民・事業者とともに、今後の都市づくりを考

え、実践していく取り組みを推進します。 

持続的な経済の発展を支える都市づくり 

・産業の活力の維持・発展に対し、産業用地を確保しやすくすることや、渋滞対策・道路網の

充実により持続的な発展を支える都市を目指します。 

・広域交通体系のインパクトを生かした新たな産業用地を創出できる都市を目指します。 

・本市が有する歴史・文化資源を活用して、多くの人が訪れる魅力ある都市を目指します。 

４ 質の高い教育をみんなに 
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供

し、生涯学習の機会を促進する 

６ 安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を

推進するとともに、技術革新の拡大を図る 

１１ 住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

にする 

８ 働きがいも経済成長も 
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済

成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する 
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＜ＳＤＧｓとは＞ 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）

とは、平成１３（２００１）年に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継として、平成２

７（２０１５）年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための２

０３０アジェンダ」に記載された、令和１２（２０３０）年までに持続可能でよりよい世界を目指す

国際目標です。１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない

（ｌｅａｖｅ ｎｏ ｏｎｅ ｂｅｈｉｎｄ）」ことを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみな

らず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組ん

でいます。 

出典：外務省ＨＰ、国際連合広報センターＨＰ 
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住環境の充実 

① 都市基盤（道路網・駅前広場など）の整備が遅れている地区がある。 

② 都市計画道路の歩道は整備されてきているが、エコプロムナード（※１）などの整備が遅れている。                      

※1花・水・緑の基幹軸 

③ 既存の住宅地や新たな市街地において緑地が不足している。 

④ 現在整備している加木屋中ノ池駅周辺において、商業施設や住宅地を引き続き整備を進める必要が

ある。 

⑤ 道路、橋りょうなどの都市施設の老朽化が始まっている。 

⑥ 既存の住宅地に狭あい道路が多いため空き家、空き地が残っている。 

⑦ 市街化区域内に田畑などの都市的低・未利用地が多くある。 

⑧ 新たな時代に対応した公共交通への新技術活用の検討が必要である。 

自然環境の保全・活用 

⑨ 地球温暖化に対応するため、カーボンニュートラルの実現を目指す必要がある。 

⑩ 日常生活において水辺空間に親しめる場所が少ない。 

安心・安全の確保 

⑪ 治水計画において河川・雨水排水施設の未整備区間が残っている。 

⑫ 市街化区域内で災害対策（高潮、浸水など）の基盤整備ができていない地区がある。 

⑬ 緊急車両の通れない地区が残っている。 

にぎわいづくり 

⑭ 太田川駅周辺において広域的な交流をする施設が不足している。 

⑮ 買い物など日常生活に不便な地区がある。 

⑯ 市内の拠点となる地区に公共施設（市民館、敬老の家、児童館など）が集約されていない。 

産業の活性化 

⑰ 渋滞により企業活動に影響が出ている。 

⑱ 既存産業の用地が不足している。 

⑲ 広域交通体系を生かした土地利用が進んでいない。 

⑳ 地域資源を活用したにぎわいづくりやシティプロモーションが不足している。 

住みやすく、住み続けられる都市づくり 

・バスなどの公共交通において都市基盤（道路網・駅前広場など）を整備・活用することにより最適

なルートと定時性を確保し、利便性が高い公共交通を目指します。(課題①) 

・自然を親しむエコプロムナードなどの歩行空間の整備や、街路樹や生垣など市街地の緑化の促進に

よる魅力ある緑の創出によって、健康で快適な都市を目指します。(課題②③) 

・加木屋中ノ池駅周辺の都市機能を充実させ、医職住の整った市街地の形成を目指します。(課題④) 

・道路、橋りょうなどのインフラ施設の機能を適切に維持し、安全な都市施設を目指します。(課題

⑤) 

・空き家・空き地の原因となる狭あい道路の解消や、市街地内に残る空き地や資材置き場などの未利

用地の宅地化による人口の定着により、住み続けられる都市を目指します。(課題⑥⑦) 

・バスや電車などの公共交通における自動運転などの新技術活用の検討により、利便性の高い都市を

目指します。(課題⑧) 

豊かな自然を身近に感じられる都市づくり 

・カーボンニュートラルを実現するため、二酸化炭素の吸収源対策として緩衝緑地や公園・農地・た

め池などの維持・保全を目指します。(課題⑨) 

・親水護岸の整備や水辺も含めた公園の整備など、河川や水辺空間を活用した自然を身近に感じられ

る都市を目指します。(課題⑩) 

災害に強い安心・安全な都市づくり 

・頻発・激甚化する自然災害に対して、被害を軽減するため河川や雨水排水施設の適正な管理や未整

備区間の整備を進め、水害に強い都市を目指します。(課題⑪) 

・災害リスクに対する被害を軽減・防止するため浸水対策事業や土地の嵩上げ、調整池の整備など基

盤整備を推進し、水害に強い安心・安全な都市を目指します。(課題⑫) 

・緊急車両の通行や災害活動に対する支障を解消するため、狭あい道路の解消を進め、災害に強い都

市を目指します。(課題⑬) 

多様な世代が交流しやすい、にぎわいある都市づくり 

・太田川駅周辺の都市機能を充実させるため、太田川駅西地区ににぎわい施設を充実させ広域的な交

流の場として魅力ある都市を目指します。(課題⑭) 

・生活拠点への交通機能を充実させることや、市民館や敬老の家、児童館などの公共施設を再配置す

ることで、日常生活に困ることなく交流やにぎわいの生まれる都市を目指します。(課題⑮⑯) 

持続的な経済の発展を支える都市づくり 

・産業の活力の維持・発展に対し、産業用地を確保しやすくすることや、渋滞対策・道路網の充実に

より持続的な発展を支える都市を目指します。(課題⑰⑱) 

・広域交通体系のインパクトを生かした新たな産業用地を創出できる都市を目指します。(課題⑲) 

・本市が有する歴史・文化資源を活用して、多くの人が訪れる魅力ある都市を目指します。(課題⑳) 

都市づくりの基本的課題 都市づくりの目標 
()内は対応する課題の番号を示す。 

参考資料 
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２‐２ 将来都市構造 

（１） 将来人口 

本計画の計画年次である令和１４年（２０３２年）における将来人口は、上位計画である

第７次東海市総合計画に合わせて、総人口１１６，０００人と設定します。２０年後の目標

年次である令和２４年（２０４２年）まで人口は増加し、約１２０，０００人に達する見込

みです。 

市街化区域人口は、令和４年（２０２２年）現在の１０５，５５８人から民間の宅地開発

などにより令和１４年（２０３２年）には１０８，０００人、土地区画整理事業などにより

令和２４年（２０４２年）には１１３，０００人となる見込みであり、将来の市街化区域の

規模についてもこの人口を設定します。 

 

表 将来人口の設定 

 総人口 市街化区域人口 

計画年次 

令和１４年（２０３２年） 
１１６，０００人 １０８，０００人 

目標年次 

令和２４年（２０４２年） 
１２０，０００人 １１３，０００人 

 

 

（２） 将来土地利用フレーム 

将来土地利用フレームの検討に当たっては、住居系と産業系（商業系･工業系）に分けて検

討します。 

①  住居系市街地 

住居系市街地は、計画年次である令和１４年（２０３２年）と目標年次である令和２４

年（２０４２年）において、必要な市街地規模を設定します。 

ア 市街化区域における増加人口 

市街化区域の人口は、令和４年（２０２２年）現在の１０５，５５８人から、令和１４

年（２０３２年）に１０８，０００人、令和２４年（２０４２年）に１２０，０００人と

なり、それぞれ約２，０００人、約７，０００人の増加となります。 

イ 人口密度（グロス）の見込み 

本市における市街化区域内の人口密度は、現状は約５９人／ｈａであり、これを維持す

ることとします。ただし、近年の平均世帯人員数が減少傾向にあることから、将来の人口

密度（グロス）の見込みは、令和１４年（２０３２年）には約５８人／ｈａ、令和２４年

（２０４２年）には約５７人／ｈａとします。 

総合計画における将来推計に合わせ、計画年次令和１５年（２０３３

年）、目標年次令和２５年（２０４３年）に変更します。 
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ウ 市街化区域の未利用地の収容可能な人口 

本市における市街化区域の未利用地は、１，０００㎡を超える用地とします。 

１，０００㎡を超える市街化区域内の用地は、平成１９年（２００７年）から平成３０

年（２０１８年）の間、減少傾向にあります。この傾向が続くと仮定すると、市街化区域

の未利用地に収容可能な人口は、それぞれの時点における未利用地と人口密度により、令

和１４年（２０３２年）に１，８００人、令和２４年（２０４２年）に２，８００人とな

ります。 

エ 拡大が必要な面積（グロス） 

市街化区域における増加人口のうち、市街化区域の未利用地に収容可能な人口を差し引

くと、令和１４年（２０３２年）までに２００人が収容不可能、令和２４年（２０４２年）

までに４，２００人が収容不可能な人口となります。 

収容不可能な人口を収容するため、将来の人口密度（グロス）の見込みから、令和１４

年（２０３２年）までに約４ｈａ（約２００人÷約５８人／ｈａ）、令和２４年（２０４２

年）までに約７４ｈａ（約４，２００人÷約５７人／ｈａ）の拡大を想定します。 

 

 

表 住居系市街地の拡大が必要な面積 

 ①市街化区域に 
おける増加人口 

②人口密度（グロス） 
の見込み 

③市街化区域の 
未利用地に 
収容可能な人口 

④拡大が必要な面積 

計算式 ① ② ③ （①－③）/② 

計画年次 

令和１４年 

（２０３２年） 

約２，０００人 約５８人/ha 約１，８００人 約 ４ha 

目標年時 

令和２４年 

（２０４２年） 

約７，０００人 約５７人/ha 約２，８００人 約７４ha 
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② 産業系（商業系・工業系）市街地 

産業系（商業系・工業系）市街地は、本計画の計画年次である令和１５年度（２０３３

年度）、目標年次である令和２５年度（２０４３年）における産業生産規模を見通した上で、

必要な市街地規模を設定します。 

ア 産業生産規模 

本市の産業活動による生産額は、令和元年（２０１９年）現在で６７１，２３１百万円

であり、平成１３年（２００１年）から令和元年（２０１９年）の間、全体としてはゆる

やかな成長傾向にあります。 

この傾向が続くと仮定すると、令和１５年（２０３３年）における生産額は約７１３，

０００百万円、令和２５年（２０４３年）における生産額は約７４４，４００百万円とな

る見込みです。 

イ 敷地生産性 

本市の産業活動は、世界金融危機（リーマン・ショック）前後を除いて、概ね一定の傾

向がうかがえることから、敷地生産性は、過去の傾向を基に今後も約４１４百万円／ｈａ

で推移することとします。 

ウ 必要な産業系（商業系・工業系）市街地の面積（グロス） 

本市において必要な産業系（商業系・工業系）市街地の面積は、産業生産規模と敷地生

産性より、令和１５年（２０３３年）に約１，７３０ｈａ、令和２５年（２０４３年）に

約１，８００ｈａとなります。 

エ 拡大が必要な面積（グロス） 

必要な産業系（商業系・工業系）市街地の面積のうち、令和３年（２０２１年）現在の

産業系（商業系・工業系）市街地である約１，６５０ｈａを差し引くと、産業系（商業

系・工業系）市街地は、令和１５年（２０３３年）までに約８０ｈａ、令和２５年（２０

４３年）までに約１５０ｈａの拡大を想定します。 

 

表 産業系（商業系・工業系）市街地の拡大が必要な面積 

 
①産業生産規模 ②敷地生産性 

③必要な産業系 
（商業系・工業系）
市街地の面積 

④拡大が必要な面積 

計算式 ① ② ①/② ③-（約１，６５０ha） 

計画年次 

令和１５年 

（２０３３年） 

約７１３，０００百万円 約４１４百万円/ha 約１，７３０ha 約  ８０ ha 

目標年次 

令和２５年 

（２０４３年） 

約７４４，４００百万円 約４１４百万円/ha 約１，８００ha 約１５０ ha 

 



第２章 
全体構想 

29 

（３） 将来都市構造 

将来都市構造は、本市の都市を構成する「拠点等」「土地利用の構成（ゾーニング）」「交通

体系の骨格」を用いて、将来の都市の目指すべき姿を表現するものです。 

① 拠点等 

都市拠点・広域交流拠点 
位置づけ 太田川駅周辺、(都)大田朝倉線の西側の後浜川南地区 

方針 

 多世代が暮らすことのできるまちづくりを展開する。 
 商業、文化、教育、医療、福祉、オフィス、観光交流、ものづく
り、宿泊などの多様などのさまざまな都市機能の集積・複合化によ
り、本市の中心としてにぎわいと広域的な交流を促進する拠点の形
成を図る。 

 交通機関相互の乗り継ぎ利便性を高め、公共交通結節点としての機
能強化を図る。 

 （都）西知多道路ＩＣ周辺という広域交通体系の利便性を生かす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康福祉拠点 
位置づけ 聚楽園駅及び聚楽園公園（しあわせ村）一帯 

方針 

 公共交通の利便性を生かした生活サービス施設の充実を図る。 
 文化、スポーツ、レクリエーション、福祉などの多様な機能を有す
る拠点として現有機能の維持・強化する。 
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保健医療福祉拠点 
位置づけ 公立西知多総合病院及び加木屋中ノ池駅周辺 

方針 

 既存の医療・福祉機能に加えて、日常生活を支える商業施設などの
生活サービス施設の誘導、公共交通の機能強化などにより、「医職
住」が整った市街地の整備に向けた拠点の形成を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※画像はイメージ図です。 

行政拠点 

 

位置づけ 市役所及び商工センター周辺 

方針 

 行政サービスや地域情報の発信地として、機能の維持・強化を図る。 
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スポーツ文化拠点 
位置づけ 市民体育館、元浜公園及び創造の杜交流館周辺 

方針 

 スポーツ活動を支援する機能の充実により、交流・ふれあいを促進
する。 

 生涯学習活動や創造活動の発展と交流を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※画像はイメージ図です。 

地域生活拠点 

（白抜きは構想） 

 

位置づけ 聚楽園公園の南側、上野台バス停の周辺、加木屋中ノ池駅

及び高横須賀南 

方針 

 各生活圏の拠点を形成するエリアとして、バスなどの公共交通との
連携の維持・強化を図る。 

 

交通拠点 
位置づけ 太田川駅、聚楽園駅、名和駅、尾張横須賀駅、南加木屋駅 

方針 

 高齢者をはじめ、だれもが快適に移動できる交通環境の整備を図
る。 

 公共交通の利便性を生かした居住の誘導や商業をはじめとする生活
サービス施設の充実を図る。 

生活圏 
位置づけ 商業施設を中心とした市民の行動の圏域 

方針 

 各圏域の商業施設を維持するため、各地域の人口密度を維持する。 
 

 

② 土地利用の構成（ゾーニング） 

産業ゾーン 

 

 

 

 

 

 

位置づけ 大規模工場が立地する臨海部及び（都）高針東海線、（都）

西知多道路沿道の工場が集積している地区、（都）伊勢湾岸

道路のＩＣ周辺 

方針 

 名古屋港臨海部における物流・工業集積地の一翼を担うゾーンとし

て、また、本市の基幹産業である鉄鋼業の大企業が集積する地区と

して、現土地利用・現有機能を維持する。 

 （都）伊勢湾岸道路のＩＣ周辺は、本市の持続的発展に向けて新た

な業種の産業の立地を誘導する地区として今後の土地利用を検討す

る。 

 

 

 

 



 

32 

 

緩衝ゾーン 

 

 

 

位置づけ 産業ゾーンと内陸部の居住ゾーンを分離する広域交流施設

や研究開発施設、物流団地、都市計画緑地、農地など 

方針 

 良好な操業環境と快適な居住環境の双方を確保する重要な機能を果

たすゾーンとして、その保全及び整備を図る。 

居住ゾーン 

 

 

 

 

 

位置づけ 産業ゾーン及び緩衝ゾーンを除く市街化区域 

方針 

 既成市街地・周辺市街地（既成市街地周辺部）・郊外部住宅団地にお

いて、それぞれの地域特性を踏まえつつ、住居系土地利用を主体と

した土地利用を展開し、市民の快適な暮らしを支える良好な居住環

境を創出する。 

 南海トラフ地震やそれに伴う津波などに対するハード面・ソフト面

での対策により、安心・安全で心地よく暮らせる居住環境の形成を

図る。 

農業緑地ゾーン 

 

 

 

位置づけ 市域東部に広がる丘陵地の山林や農地 

方針 

 山林や農地は、自然環境や都市景観に加え防災上非常に重要な機能

を担うことから、その保全・活用を図る。 

 農業緑地ゾーンに点在する既存集落地は、現在の土地利用を維持す

るとともに、自然環境と調和しつつ居住環境の向上を図る。 

新市街地候補ゾーン 

＜住居系＞ 

 

 

 

 

位置づけ 市街化調整区域のうち都市拠点・交流拠点、 

保健医療福祉拠点周辺 

方針 

 鉄道駅の周辺という立地特性を踏まえ、土地利用や都市基盤の整備

方針の熟度に応じて新たな居住や生活サービス施設、交流施設など

の立地を誘導し、計画的に住居系の市街地を形成するために市街化

区域への編入を図る。 

 ゾーンの範囲のほか、将来フレームで定めた住居系フレームの範囲

内で駅周辺や市街化区域に隣接した区域も候補とする。 

＜産業系＞ 
位置づけ 市街化調整区域のうち（都）西知多道路ＩＣ周辺及び

（都）伊勢湾岸道路大府ＩＣ周辺 

方針 

 広域交通体系の利便性を生かし、土地利用や都市基盤の整備方針の

熟度に応じて新たな産業の立地を誘導し、計画的に産業系の市街地

を形成するために市街化区域への編入を図る。 

 産業系の新市街地候補ゾーンの一部は、緩衝ゾーンとしての役割も

あることから、（都）西知多道路ＩＣ周辺における市街地形成に当た

っては一定水準の緑地を確保するなどにより緩衝機能の確保に努め

る。 

 ゾーンの範囲のほか、将来フレームで定めた産業系フレームの範囲

内でインターチェンジ周辺や幹線道路の沿線も候補とする。 
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③ 交通体系の骨格 

公共交通基幹軸 
位置づけ 都市の骨格となる広域的な移動を支える鉄道（名古屋鉄道常

滑線、河和線）及び路線バス（知多バス上野台線、横須賀

線） 

方針 

 自家用車に過度に頼らない都市の構築に向け、公共交通の利便性の向

上及び利用促進を図るため、主要な鉄道駅における駅前広場の整備や

乗り継ぎ利便性の向上などの公共交通結節機能の強化・充実を図ると

ともに、公共交通による各拠点間のネットワークの強化を図る。 

 保健医療福祉拠点周辺においては、公立西知多総合病院を核として広

範囲からの多様な世代のアクセス性を強化するため、加木屋中ノ池駅

の整備を推進する。 

道路交通軸 

<広域道路軸> 

位置づけ 高速自動車国道や高規格道路などの自動車専用道路 

方針 

 高規格道路である(都)西知多道路については、地域の交通渋滞の緩

和、災害時の輸送路確保、空港アクセスの充実などの観点から、本市

のみならず、広域的な交通需要への対応を図る。 

<幹線道路軸> 
位置づけ 主要幹線道路や都市幹線道路、地区幹線道路 

方針 

 本市の骨格を形成し、人や物の円滑な移動を支えるとともに災害時に

おける避難・輸送機能を確保する道路網としてネットワークの形成を

図る。 

 公立西知多総合病院への円滑な緊急搬送路となる（都）養父森岡線の

整備や（都）西知多道路の整備により予想される加家ＩＣ及び横須賀

ＩＣでの交通混雑の緩和、都市拠点及び広域交流拠点へのアクセス性

向上に資する東西方向の幹線道路軸の整備を図る。 
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図 将来都市構造図（目標年次：２０４３年） 
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２‐３ 都市整備の方針 

都市づくりの目標を達成し、都市づくりの理念を実現するために、６つの分野（土地利用、

都市施設、自然環境、都市環境及び都市景観、都市防災、住宅・宅地の供給）における基本

的な方針を定め、これに基づき具体的な施策・事業を展開します。 

また、各方針と都市づくりの目標の関係性を整理し、つながりを明確化します。 

 

 

 

  

都市づくりの目標 

 : 住みやすく、住み続けられる都市づくり（住環境） 

: 豊かな自然を身近に感じられる都市づくり（自然）

: 災害に強い安心・安全な都市づくり（防災）

: 多様な世代が交流しやすい、にぎわいある都市づくり（にぎわい）

: 持続的な経済の発展を支える都市づくり（産業） 

 

次ページ以降、各方針が５つのどの都市づくりの目標と関係しているのかをアイコン表

示します。 

 

方針を定める６つの分野 

１ 土地利用 

２ 都市施設 

３ 自然環境 

４ 都市環境及び都市景観 

５ 都市防災 

６ 住宅・宅地の供給 

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 
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（１） 土地利用方針 

今後の土地利用方針や規制･誘導の方向性などを以下に示します。なお、ここで示す市街化

区域の土地利用方針に基づき、今後必要に応じて、用途地域の見直しに関する検討を行うも

のとします。また、市街化調整区域については、利便性の高い地区に限定した居住や産業立

地のために市街化区域への編入を検討して土地利用を図るものとします。 

① 市街化区域の土地利用方針 

ア 専用住宅地区 

土地区画整理事業などにより計画的に整備された地区、住宅団地として開発された地区

などの低層住宅が主体となっている住宅地では、今後とも戸建て住宅を中心とした低層専

用住宅地として、良好な居住環境の維持・保全を図ります。 

専用住宅地として、居住環境との調和を図りつつ、生活に密着した商品を扱う店舗など

の立地を促すことにより、自家用車に過度に頼らなくても不便なく日常生活を送ることが

できる身近な生活圏を形成します。 

イ 一般住宅地区 

古くからの既成市街地では、現在の住居系土地利用を維持するとともに、都市基盤が十

分整備されていない地区では、狭あい道路の解消を進めながら居住環境の改善・向上を図

ります。 

土地区画整理事業などにより計画的に整備された地区では、都市基盤を生かして、居住

環境との調和を図りつつ、生活に密着した商品を扱う店舗などの生活サービス施設、中高

層住宅などの立地を促すことにより、自家用車などに過度に頼らなくても不便なく日常生

活を送ることができる身近な生活圏を形成します。 

古くからの既成市街地や幹線道路の沿道を中心に形成された住宅地では、戸建住宅や中

高層住宅、商業施設などが立地する複合的な土地利用が図られており、現在の居住環境を

維持しつつ、今後も日常的な商業施設などの生活サービス施設の立地を促すことにより、

当該地区及びその周辺住民の暮らしやすい生活環境を確保します。 

太田川駅西地区では、都市全体の活力・にぎわいの向上に向けて、住居のほか、高次都

市機能を誘導します。また、交流人口の拡大や産業の発展に向けた施設を誘導します。 

保健医療福祉拠点に位置する加木屋中部土地区画整理事業を推進し、公立西知多総合病

院や加木屋中ノ池駅の利便性を生かした良好な居住環境を形成します。 

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 



第２章 
全体構想 

37 

 

ウ 住商複合地区 

周辺の住宅地の居住環境に配慮しつつ、中高層住宅や幹線道路沿道の利便性を生かした

商業施設の立地を維持・誘導します。なお、幹線道路沿道への施設立地に際しては、当該

道路の交通処理機能に支障をきたすことのないよう配慮します。 

エ 商業業務地区 

太田川駅西地区は、都市の魅力を高めるため、観光施設、宿泊施設とホール等の複合施

設、教育文化施設の立地誘導を図ります。 

太田川駅周辺などの利便性の高い地区では、リモートワークなど働き方の多様化に対応

するため、シェアオフィスやコワーキングスペースの整備の支援を検討します。 

鉄道駅周辺における交通拠点（鉄道）では、公共交通の利便性を生かし、高度利用も含

めた世代に応じた居住の誘導や居住と一体となった店舗を含む商業をはじめとする生活サ

ービス施設の充実により、都市拠点を補完する拠点として利便性を高めます。 

そのほかの商業業務地区については、歩いて暮らせる都市づくりに向けて、徒歩や自転

車でも利用しやすい生活サービス施設の立地を維持・誘導します。 

オ 住工複合地区 

臨海部の工業地区と内陸部の専用住宅地区、一般住宅地区などに挟まれた国道 247号沿道

の市街地などは、都市構造上、緩衝ゾーンとしての役割を担っていることから、工場敷地

内の緑化の促進、土地区画整理事業等に合わせた歩行空間の整備などを進めることで、操

業環境と快適な居住環境の両立を図り、小規模な工場などと住宅が共存する土地利用を維

持します。 

広域的に影響を及ぼすような大規模集客施設については、今後必要に応じてその立地の

規制を検討します。 
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カ 工業地区 

大規模工場が立地する臨海部や(都)西知多道路沿道の工場の集積地については、本市の

経済・財政基盤を支える工場などが数多く集積している地区であることから、今後とも工

場などの操業環境の維持・保全を図り、良好な工業地区としての土地利用を維持します。 

中新田地区については、地区計画の活用により住居系土地利用との混在を防止します。 

名和駅西地区については、土地区画整理事業を実施し、民間活力を活用した産業機能の

立地誘導による産業・物流拠点の形成を促進します。 

名和共和地区については、地区計画の指定に基づき、計画的な産業系市街地を形成しま

す。 

② 市街化調整区域の土地利用方針 

ア 農地・集落地 

面的にまとまった一団の農地について、維持・保全を図ります。そのほかの農地につい

ても、無秩序な開発の抑制に努めます。 

農地のなかに介在する集落地については、居住環境の維持を図ることで地域での暮らし

やすさと集落地としての土地利用を維持します。 

イ 新市街地候補地区（将来的な市街化区域への編入候補地区） 

ａ 住居系 

(都)大田朝倉線の東側の天宝地区は、太田川駅への近接性を生かした都市活力、にぎわ

い向上に向けた住居系市街地の形成を検討します。 

養父高地区（高横須賀駅、尾張横須賀駅及び加木屋中ノ池駅の徒歩圏）、(都)大田朝倉線

の東側の養父新田地区（尾張横須賀駅の徒歩圏）及び竹ケ谷地区（南加木屋駅の徒歩圏）

などにおいては、鉄道駅の利便性を生かし、子育て世代の定住を目指すとともに、カーボ

ンニュートラルの実現に向けて、周辺の自然環境や営農環境に配慮するなどし、計画的な

都市基盤の整備を前提とした住居系市街地の形成を検討します。 

 

新市街地の整備については、低層住宅による良好な住環境が図られるように努めます。 
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ｂ 産業系 

(都)大田朝倉線の西側の川北地区、天宝地区及び養父新田地区は、(都)西知多道路によ

る広域アクセス性を生かし、工業や物流、研究開発施設などの立地を主体とした計画的な

産業系市街地の形成を検討します。この際、臨海部の工業地区と内陸部の専用住宅地区、

一般住宅地区などに挟まれる緩衝ゾーンとしての役割も踏まえた緑を確保します。 

（都）伊勢湾岸道路大府 IC 周辺では、広域交通体系の利便性を生かし、次世代産業など

の新たな産業の立地促進に向けた土地利用を推進します。 

住居系の市街化区域と隣接して産業系の開発行為をする場合は、緑地の充実を図るなど、

騒音や振動及び日影に対して一層の配慮を求めます。 

 

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 
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図：土地利用方針図 
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（２） 都市施設の整備方針 

本市の交通施設（公共交通、道路など）、公園・緑地及び河川などの都市施設の整備方針を

以下に示します。 

① 交通施設等の整備方針 

ア 鉄道及び交通結節点 

自家用車に過度に頼らないで暮らせる都市づくりに向けて、公共交通を中心とした交通

体系を形成し、各交通手段の連携強化や交通結節点の機能強化を図ります。 

円滑な交通の確保や交通機関相互の乗り継ぎ利便性の向上を図るため、尾張横須賀駅西

側や南加木屋駅などにおける駅前広場の整備を進め、交通拠点としての利便性の向上を図

ります。 

加木屋中ノ池駅については、駅前広場の整備に合わせ、サイクルアンドライドへの対応

や現在バス停がない場合はバス停の設置を図ります。 

鉄道駅周辺においては、自動運転などの新技術により多様な世代の利用や観光客の移動

を支える公共交通の充実を検討します。 

イ バス網 

路線バス（知多バス上野台線、横須賀線）については、本市と大府市とを結ぶ東西方向

の公共交通基幹軸として路線の維持を図ります。また、交通結節点における鉄道やコミュ

ニティバス「らんらんバス（東海市循環バス）」との連携強化を図ります。 

公共交通基幹軸である鉄道や路線バスなどにアクセスするコミュニティバス「らんらん

バス（東海市循環バス）」の利用者のニーズに対応し、必要に応じて道路整備の見直しを行

います。 

バス停の待合環境改善を進め、バス利用者の利便性向上を図ります。 

ウ タクシー 

時間帯、ドアツードアなど、利用者のニーズに対応したきめ細かで多様なサービスを提

供することが可能な、タクシーの利用促進を図ります。 

ＡＩオンデマンド交通などの新しい取り組みにより、移動交通手段が少ない地域や、高

齢者、運転免許証を持たない方などの移動手段の選択肢を広げます。  

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 
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エ 幹線街路・道路 

本市の交通現況、将来広域交通体系との整合、将来都市像の実現、将来交通需要への対

応及び都市拠点や産業・物流拠点へアクセスする自動車交通への対応などの観点から、都

市計画道路の整備を促進します。また、市内の交通混雑を解消するために、（都）西知多道

路の整備、大田ＩＣ（仮称）の設置や（都）太田川駅前線の東側への延伸区間（（都）東海

知多線～（市）名和加木屋線）の整備を進めます。 

なお、社会経済情勢などの変化を踏まえ、道路の機能を明確にしたうえで、必要に応じ

た見直しも検討します。 

そのほかの幹線道路については、自動車のほか、歩行者・自転車の安全で円滑な移動を

支えるための整備を進めます。 

道路や橋りょうなどの既存の都市施設は、計画的な維持管理を進めます。 
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図 幹線街路等の整備方針図 

 

  

※路線は東海市幹線道路網整備計画抜粋 
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エ 生活道路 

古くからの既成市街地にみられる狭あい道路や行き止まり道路は、地域の防災性向上に

配慮しながら、沿道建物の機能更新にあわせた拡幅整備など、地域住民と協働して交通安

全性及び防災性の向上に向けた整備について、地域の同意や気運の高まりを踏まえて進め

ます。 

オ 駐車施設 

主な鉄道駅や公共施設周辺においては、施設利用者による駐車需要に対処するため、公

共と民間の適切な役割分担を図りつつ、公共の駐車場及び自転車等駐車場の適切な管理に

努めます。また、カーボンニュートラルの実現に向けて、電気自動車（ＥＶ）などの充電

スタンドの設置を促進します。 

カ 歩行者・自転車ネットワーク 

都市拠点・広域交流拠点である太田川駅周辺地区や太田川駅西地区とスポーツ文化交流

拠点である尾張横須賀駅周辺のそれぞれの地域特性を生かした都市空間を整備するととも

に、これらを結ぶ魅力的な歩行空間を整備することで、歩行者の利便性とまちの回遊性の

向上を図ります。

子育て世代にも安全で快適な居住環境の創出や自然環境との共生を実現する都市を目指

し、大田川、渡内川、中川を軸としたエコプロムナード（花・水・緑の基幹軸）を河川沿

いの歩行者・自転車道などとして整備を進めます。 

エコプロムナード（花・水・緑の基幹軸）と連携して、都市拠点や自転車の利用拠点と

なる主要な施設などを結ぶ歩行者・自転車ネットワークの整備を進めます。安全性、快適

性の向上の観点から、それぞれの空間を通行しやすく、また自然に通行位置が守られるよ

う、連続的にネットワーク化された歩行者・自転車通行空間の形成を図ります。 

歩行者・自転車ネットワークの路線整備とあわせて、歩行者・自転車ネットワーク以外

の路線についても、交通量や幅員などの地域特性に応じた連続性のある歩行者・自転車通

行空間の形成を図ります。 

通学路の合同点検を継続するとともに、危険箇所等における歩行者の安全対策を実施し、

安全な歩行空間の形成を図ります。また、これらの取り組みを繰り返し実施することで、

通学路の安全性の向上を図ります。 
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キ 多様な交通手段の活用 

環境や健康を配慮して多様な交通手段を適切に選択する意識の向上を図るため、モビリ

ティ・マネジメントの実施について検討します。また、公共交通の利用促進や高齢者の移

動を支援するため自動運転やデマンド交通の導入など新たな取り組みを検討します。 

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 
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図 歩行者・自転車ネットワーク図 
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② 公園・緑地の整備方針 

ア 確保目標 

都市公園等として整備すべき緑地の目標水準については、「東海市緑の基本計画（２０１

７年（平成２９年）３月改定）」に基づき、下表に示す目標量の確保に努めます。ただし、

東海市緑の基本計画の改定により、整備目標に変更がある場合には適宜見直します。 

表 公園や緑地の整備目標 

 現状 

（平成２８年度（２０１６年度）） 

目標 

（令和８年度（２０２６年度）） 

市民１人当たりの都市公園面積 １０．６ｍ2/人 １０．６ｍ2/人以上 

都市公園及び公共施設緑地 ２９７．８ｈａ ３１９．０ｈａ以上 

 

イ 都市公園等の整備方針 

都市公園等については、近隣・街区公園をはじめ、都市計画決定された未整備公園など

の整備を進めます。また、老朽化した既存公園のリニューアルなどを進めます。 

市民ニーズや地域の状況変化などに柔軟に対応するため、今後新たに整備する場合や既

存の公園をリニューアルする際には、できるだけ市民参画の手法を用いながら、多様な子

どもが楽しめるインクルーシブ遊具の導入などにより、ユニバーサルデザインの考え方の

もとだれもが利用しやすい施設整備に努めます。 

 

公園毎に特色を持たせた魅力あふれる施設整備や、公園を活用したソフト事業の展開な

どによって質の充実を図り、年間を通じてたくさんの市民や市外の人たちが訪れる都市公

園づくりを推進します。 

大池公園、緑陽公園においては、自然とふれあうことができる大規模な都市公園として、

緑豊かな里山を保全し、多くの人たちが里山の豊かな自然を体感し、自然とふれあうよう

なレクリエーション活動が行える場の提供を進めるとともに、災害時のオープンスペース

の確保のため、広域的な救援活動や復旧活動などの防災機能を有する整備の推進に努めま

す。 

公園・緑地や街路樹などの緑を適正に維持管理し、安全性の確保に努めます。 

(都)西知多道路沿道は、臨海部の産業ゾーンと内陸部の居住ゾーンとの緩衝機能を担う

空間を確保するため、(都)西知多道路の整備状況や周辺の土地利用状況を見据えながら、

整備済みの東海緑地から養父新田緑地へとつながる連続性のある緩衝緑地の整備を推進し

ます。  

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 
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カーボンニュートラルを実現するため、樹木の高齢化による二酸化炭素吸収量減少傾向

にある既存の緩衝緑地や都市緑地については、成長（吸収）が旺盛な若い森林への更新を

推進し、適正な樹林地管理や間伐、再造林等を実施します。 

ウ 民有緑地の整備方針 

市内に残された良好な自然環境を次世代に引き継ぐとともに、民有地の緑化を促進する

ため、「保全地区・保存樹木の指定」、「生垣・壁面・駐車場・空地の緑化の促進」のほか、

工場等の事業地における「工場等緑化協定」などの取り組みにより、一層の緑地の充実を

図ります。また、カーボンニュートラルの実現に向けて、市民や事業所等の積極的な参画

による緑の保全・創出に向けた仕組みづくりを検討します。 

エ 緑のネットワークづくり 

本市の土地利用構想における、緩衝緑地ゾーン、居住ゾーン、農業緑地ゾーンそれぞれ

を南北の緑の軸とし、この３本の軸をつなぐ東西の軸として、大田川、渡内川、中川を軸

としたエコプロムナード（花・水・緑の基幹軸）や幹線道路などを活用した緑のネットワ

ークを形成し、既存の緑の保全や新たな緑の創出を図ります。 

 

公園やポケットパーク、多自然川づくりによる護岸の整備や既設の港湾緑地や水面など

を一体的な公園・緑地空間として活用し、川や海を身近に感じることのできる憩いとにぎ

わいの場の整備などを検討し、市民が水と親しめる空間の創出を図ります。 

公園・緑地や街路樹などの緑を適正に維持管理し、安全性の確保に努めるとともに、「ア

ダプトプログラム」の充実など、市民や NPO法人、企業などの多様な主体と連携することに

よって、市民一人ひとりが緑を身近に感じられ、日常的に関わることのできる仕組みづく

りにより、緑のネットワークの形成を図ります。 

利用者が訪れやすく、親しみやすい環境づくりのため、コミュニティを始めとした団体

による、にぎわいの創出や地域の活性化を図るなど、公園緑地等の魅力が向上する取り組

みを支援します。 
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図 公園・緑地の整備方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：東海市緑の基本計画 ２０１７年（平成２９年）３月） 

 

【愛知県広域緑地計画における緑地計画】(イメージ図) 
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③ 上下水道・河川の整備方針 

ア 上水道 

大規模地震が発生した場合に備えて、避難拠点となる重要給水施設（医療施設･避難所等）

への配水を確保するため、配水池から重要給水施設に至る最も効率的に配水できる経路を

優先して耐震化整備を進めます。 

また、水道事故の発生を防ぐために、計画的に老朽管路の更新等も進めます。 

イ 下水道 

防災上の観点から、市民が安心して暮せるよう雨水処理施設の整備を進めるとともに、

市民の快適な暮らしを支える下水道施設（汚水管、浄化センター）の整備と水洗化を進め

ます。また、既に整備が完了している管渠や処理場などの下水道施設については、適切な

維持管理を図ります。 

ウ 河川 

大田川や信濃川を始めとする二級河川や準用河川などは、浸水被害を防止するなど、防

災上の観点から、県と連携を取りながら必要な箇所について改修や整備が推進されるよう

に努めます。また、１００ｍｍ／ｈ安心プランとして国の登録を受けた「東海市大田川流

域における浸水対策推進プラン」に基づき、河道掘削や河川監視カメラ・サイレンの設置

などの浸水対策を進めます。 

④ その他の都市施設等の整備方針 

超高齢社会の到来に対し、社会福祉施設などの公益施設については、土地利用計画や交

通施設計画との整合性を確保しつつ、必要に応じて新たな施設の設置・整備などを検討し

ます。 

にぎわいの創出や効率的なサービス提供に向け、市民館や敬老の家、児童館などの公共

施設の再配置を検討します。 

  

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 



第２章 
全体構想 

51 

 

（３） 自然環境の保全・活用の方針 

① 山林と丘陵部の緑地の保全・活用 

市域東部の丘陵部に広がる農地は、本市の土地利用構成を形成する上で重要な役割を担

うとともに、都市景観及び防災上も重要な機能を果たしていることから、農業振興地域の

整備に関する法律などに基づき、その保全に努めます。 

市域南部の加木屋緑地は、市民参加による里山機能の再生活動などを通して、多様な世

代の人たち、特に次代を担う子どもたちが自然に触れ、学び、心を癒すことができる自然

環境再生拠点となっており、緑の持つ環境機能の向上、自然とのふれあいや多様な生物が

生息できる場として保全・活用を図ります。 

市内に残された山林や樹木については、住環境、都市景観及び土砂流出の防止機能など、

防災などの重要な役割を担うとともに、市民生活における身近な緑地空間としての機能を

果たしていることから、東海市緑化及び花いっぱい推進条例などに基づき、その保全に努

めるとともに、住民による里山機能の再生や都市住民と自然環境との交流の場や子どもの

教育の場としての活用を図ります。 

都市拠点東側の太光寺池周辺に広がる農地や山林については、市街化区域に囲まれたま

とまりある貴重な緑地であることから、その保全に努めます。 

市内の農地については、クラインガルテンにおける取り組みを活かし、農業に触れ、親

しむ場として、また、レクリエーションの場としてニーズが高まっている市民農園による

活用も進め、保全・活用に努めます。 

② ため池の保全・活用 

ため池については、市民が水・緑と親しむことのできる憩いとやすらぎの場となるとと

もに、防災上の観点からも重要な役割を担うことから、周辺整備を含めた保全・活用方策

やため池を活用した浸水対策の強化について検討を進めます。 
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（４） 都市環境及び都市景観形成の方針 

① 都市環境形成 

２０５０年を目途に温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」を目

指し、東海市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（令和５年（２０２３年）８月策定予

定）に基づき、地球温暖化対策を推進し、良好な都市環境の形成を推進します。また、市

民、事業者、行政が一体となって様々な取り組みを推進します。 

環境に配慮したまちづくりと持続可能な循環型社会の実現を目指し、第２次東海市環境

基本計画（平成２９年（２０１７年）３月策定）に基づき、良好な都市環境の形成を推進

します。 

② 都市景観形成 

まちなかの快適な通行空間と利用空間を確保するため、新たに整備する都市計画道路や

無電柱化推進計画に位置付けられた道路の無電柱化を実施し、景観の質的向上に努めると

ともに、横須賀地区などの市内に残る歴史文化資源を活用し、本市ならではの美しさや魅

力を感じるような景観づくりを進めます。 

伝統的な祭りや歴史的なまちなみ、臨海部の工場群は、特徴を生かした景観形成を推進

し、観光資源として活用を図ります。 

公共施設の清掃や樹木へのかん水などの美化活動を行うボランティアを育成して、市民

の景観意識の向上を図ります。 

良好な都市景観形成に向けた施策や建築物などに対する周辺景観と調和したデザインの

ルールなどを定めた計画の策定を検討します。なお、本市の景観形成の基本的な考え方で

ある東海市都市景観基本計画（平成５年（１９９３年）３月策定）の景観像及び景観方針

を踏まえた計画とします。 
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（５） 都市防災対策の方針 

東海市地域防災計画（令和４年（２０２２年）１２月修正）、東海市水防計画（令和４年

（２０２２年１２月修正）及び東海市立地適正化計画（令和４年（２０２２年）３月改定）

に定める防災指針を踏まえ、本市の都市防災対策に関する方針を以下に示します。 

① 風水害等災害対策 

ア 水害予防対策 

ａ 総合的治山対策 

山地災害危険地区（台風や集中豪雨に伴う山腹の崩壊や、土砂の流出によって直接、人

命、財産が大きな被害を受けることが予想される箇所）における被害を防止するため、県

と連携を取りながら、山地治山事業及び保安林整備事業を進めます。 

ｂ 砂防対策 

人命保護の立場から土砂災害危険箇所の周知、土砂災害警戒区域などの指定、土砂災害

特別警戒区域内の建築物の移転等への補助、警戒避難体制の確立、防災意識の普及などの

総合的な土砂災害対策を県と連携を取りながら進めます。 

ｃ 河川防災対策 

平常から河川を巡視するとともに、監視カメラや水位計を活用し、河川状況の把握や市

民が速やかに避難できる対策を行い、被害を未然に防止するとともに、草刈や浚渫などの

定期的な維持管理と護岸施設の点検を実施し、防災・減災対策を進めます。 

また、洪水、高潮等による災害を防止するため、県と連携を取りながら水系一貫した改

修や維持修繕が推進されるように努めます。 

ｄ 海岸防災対策 

護岸の改良及び補強並びに水門などの改築及び補修について、愛知県及び名古屋港管理

組合と連携し、激甚な大規模災害にも備えた対策が推進されるよう努めます。 
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ｅ 農地防災対策 

流域の開発などの立地条件の変化に対処するため、排水ポンプ、排水路などの農業用施

設などの新設又は改修を行い、予想される被害を未然に防止します。 

防災重点ため池の決壊などを防止するため、堤体補強及び洪水吐その他附帯施設の改修

を行い、予想される被害を未然に防止します。 

ｆ 新たな市街地の形成に係る防災対策 

新たな市街地（太田川駅西地区、加木屋中部地区、名和駅西地区）の整備を行うに当た

っては、地形特性や想定浸水深などを考慮し、土地の嵩上げや海岸堤防の改良、適正な公

園・緑地などの配置などにより、災害に強い土地利用・施設整備を図ります。 

イ 都市の防災対策 

ａ 都市計画 

土地区画整理事業の実施にあわせて、道路、公園、上下水道そのほかの公共施設を整備

することにより、健全な市街地の形成と防災機能の一層の充実を図ります。街路について

は、災害時における防火帯及び消火救護活動並びに緊急輸送の動脈として重要な施設であ

るため、幅員、構造などは防災の目的に配慮して計画します。公園、緑地、広場などは、

街路とともに重要な防災施設です。災害時の避難場所として、また、火災発生時には防火

帯及び応急救護活動の拠点として活用できるため、都市防災の観点から適正な公園・緑地

の規模及び配置に注意し、拡充整備を図ります。 

ｂ 防災街区等整備計画 

市街地における火災を防止するため、都市の中心的な場所の地域を防火地域に、また、

防火地域周辺の地域などは、準防火地域として必要な規制を行います。また、市街地にお

ける災害の防止を図るとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用により都市機能の更新

を図ります。 

ｃ 建築物の不燃化の促進 

防火地域及び準防火地域を指定することにより、建築物の不燃化を促進し、安全な市街

地の形成を図ります。建築物の不燃対策により延焼防止対策の促進に努めます。大規模建

築物や不特定多数の人が使用する人命に危険性の高い建築物は、防火及び避難上の各種の

措置の徹底を図ります。 
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ｄ 防災空間の整備拡大 

防災空間の整備として、緑地の確保、公園、街路などの都市施設の整備を推進し、都市

全体の安全性の向上に努めます。 

 

狭あい道路や行き止まり道路は、沿道建物の建替えにあわせた拡幅整備や地域から拡幅

要望のある路線の拡幅整備など、地域住民と協働して防災性の向上に向けた整備を緊急性

や優先性を踏まえて進めます。 

 

災害発生時や被災時における避難・輸送ルートを確保するため、無電柱化等の防災面に

配慮した道路構造を検討します。 

ｅ 都市排水対策 

市街地の浸水解消を重点とした生活環境の整備を図り、快適な都市生活を確保するため、

公共下水道事業などの排水施設整備事業を推進します。 

雨水ポンプ場、雨水幹線・支線、雨水貯留施設等の雨水施設の整備や長寿命化計画に基

づく適切な改修を行います。 

 

② 地震津波災害対策 

ア 建築物等の安全化 

ａ 建築物の耐震推進 

地震発生により避難所となる施設をはじめ建築物の耐震改修の促進に関する法律の対象

となる特定既存耐震不適格建築物などについて、耐震性の向上に努めます。なお、一般建

築物の耐震性を促進するため、耐震相談の充実に努めます。 

ｂ 交通・ライフライン関係施設等の整備 

日常から施設の危険箇所の調査と、これに基づく補修工事及び耐震診断に基づく耐震補

強を実施し、地震に強い施設の確保に努めるとともに、今後、国の調査会などの結果を基

に、新たな補強計画を策定し、その実施に努めます。 

災害応急活動及び警戒宣言発令時対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員などの緊

急輸送を行うため、緊急輸送道路を指定し、その整備に努めます。また、応急復旧作業を

迅速に実施するため、応急復旧資機材などの調査を行い、民間常時保有量の把握に努める

とともに、新たに道路、橋りょうなどを建設する場合は、耐震性を配慮した道路施設の建 

住環境 自然 防災 にぎわい 産業 



 

56 

 

 

設を積極的に進めて、道路機能の確保を図ります。 

イ 津波予防対策 

ａ 津波防災知識の普及 

地域の実情に応じて外からの観光客などを含めた津波避難対象地域・津波災害警戒区域

の周知や防災訓練として津波を想定した情報伝達、避難訓練を実施するなど、特に津波防

災知識の普及に努めます。 

ｂ 津波防災事業の推進 

浸水からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を原則として、地域の

実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくりを目指します。 

できるだけ短時間で避難が可能となるような避難場所・津波一時避難ビル・避難路・避

難階段などの避難関連施設の計画的な整備や民間施設の活用による確保などにより、津波

に強いまちの形成を図ります。 

津波に対する減勢効果を持つ環境保全林の整備を実施します。 

ウ 都市の防災対策 

ａ 都市計画 

土地区画整理事業の実施にあわせて、道路、公園、上下水道そのほかの公共施設を整備

することにより、健全な市街地の形成と防災機能の一層の充実を図ります。街路について

は、災害時における防火帯及び消火救護活動並びに緊急輸送の動脈として重要な施設であ

るため、幅員、構造などは防災の目的に配慮して計画します。公園、緑地、広場などは、

街路とともに重要な防災施設であり、本市においては、特に大規模災害発生時の仮設住宅、

災害廃棄物仮置場などとして活用できるオープンスペースの確保が喫緊の課題です。その

ため、防災機能向上に向けて、適正な公園・緑地の規模及び配置に注意し、拡充整備を図

ります。また、被災前の日ごろから市街地復興のための事前準備（事前復興計画）や地籍

測量を進めます。 

ｂ 防災街区等整備計画 

市街地における火災を防止するため、都市の中心的な場所の地域を防火地域に、また、

防火地域周辺の地域などは、準防火地域として必要な規制を行います。 

 

市街地における災害の防止を図るとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用により都 
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市機能の更新を図ります。 

ｃ 建築物の不燃化の促進 

防火地域及び準防火地域を指定することにより、建築物の不燃化を促進し、安全な市街

地の形成を図ります。建築物の不燃対策により延焼防止対策の促進に努めます。大規模建

築物や不特定多数の人が使用する人命に危険性の高い建築物は、防火及び避難上の各種の

措置の徹底を図ります。 

ｄ 防災空間の整備拡大 

防災空間の整備として、緑地の確保、公園、街路などの都市施設の整備を推進し、都市

全体の安全性の向上に努めます。 

 

狭あい道路や行き止まり道路は、沿道建物の建替えにあわせた拡幅整備や地域からの拡

幅要望のある路線の拡幅整備など、地域住民と協働して防災性の向上に向けた整備を緊急

性や優先性を踏まえて進めます。 

 

発生時や被災時における避難・輸送ルートを確保するため、無電柱化等の防災面に配慮

した道路構造を検討します。 

ｅ 市街地開発事業による都市整備 

市街化区域内においては、土地区画整理事業を進めることにより、健全な市街地の形成

と防災機能の一層の充実を図ります。 

ｆ 新たな市街地の形成に係る防災対策 

新たな市街地（太田川駅西地区、加木屋中部地区、名和駅西地区）の整備を行うに当た

っては、地形特性や想定浸水深などを考慮し、土地の嵩上げや海岸堤防の改良、適正な公

園・緑地などの配置などにより、災害に強い土地利用・施設整備を図ります。 
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（６） 住宅・宅地の供給に関する方針 

本市の住宅・宅地の供給に関する方針を以下に示します。 

① 住宅・宅地の供給 

子育て世代の満足度向上と定住化促進、高齢者の住み替え促進等により、全ての世代が

安心安全で快適に暮らせるよう、各分野との連携や支援策等を活用しながら、住宅・宅地

の供給促進のための施策を実施していきます。 

ア 持家を取得しやすい環境整備 

市街化区域の土地の有効活用により、良質な宅地供給と公共空間の整備を推進し、若年

層でも持家が早期に取得しやすい環境をつくります。 

イ 居住誘導区域への居住の推進 

東海市立地適正化計画（令和４年（２０２２年）３月改定）に基づき、大都市圏の近接

性という好条件を生かし、鉄道駅を中心とした市街地整備と公共施設整備を進めることで、

良好な都市景観の形成と居住誘導区域への居住を推進します。 

ウ 環境配慮型住宅の整備促進 

再生可能エネルギーを活用した住宅や環境配慮に関する各種制度の普及・啓発により、

民間における環境性能の高い住宅（ＺＥＨ）の供給を促進します。 

エ 市営住宅の的確なストックマネジメントの推進 

住宅セーフティネットとしての公営住宅の観点から、市営住宅を的確に維持管理、更新

します。特に耐用年数を迎えた市営住宅については、若い子育て世帯や高齢者世帯などの

多様な年齢層が居住するコミュニティミックスの形成に努め、安全で快適な住環境を提供

できるよう一定の利便性のある敷地への移設による計画的な建替えを進めます。また、的

確な入居者管理により、住宅確保要配慮者のニーズに対応します。 

オ 高齢者・障害者・ひとり親世帯等向け住宅の環境整備 

高齢者、障がい者、ひとり親世帯などの住宅確保要配慮者に配慮した住宅が、民間事業

者によって適切に供給されるよう、情報提供などの支援を行います。また、要介護高齢者

などに住宅改造費などの支援を行います。 
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カ 住まいとまちの安全性の向上 

東海市建築物耐震改修促進計画（令和３年（２０２１年）３月改定）に基づき住宅など

の建築物の耐震化・減災化を積極的に支援するとともに、近年多発している集中豪雨など

の風水害に対して、河川、道路なども含めた浸水対策事業や災害に関する情報提供を進め、

風水害に強い住宅・住環境の形成に努めます。また、安心して住めるまちとして、住まい

の防犯対策の情報提供、意識啓発を進めます。 

キ 長く住み続けられる住まいづくりの提案 

良質な住宅ストックを形成するため、長期優良住宅認定制度など、付加価値のある住宅

の形成に係る情報などを積極的に提供することで、市内の住宅関係事業者の育成に努めま

す。住宅所有者の適正な維持管理とリフォームを促進することを目的として、民間事業者

だけでなくエンドユーザーである居住者に対しても、関係制度情報を積極的に提供します。 

② 空家等対策 

 

「東海市空家等対策計画（平成２９年（２０１７年）３月策定」」に基づき、安全安心な

住まい・まちづくりの実現に向け、今後も増加が予想される空家等に適切に対応します。 

ア 空家化の予防対策 

高齢化の進展に伴い、空家等の増加が予想されるなか、新たな空家等を発生させない取

り組みを行い、空家化を予防します。 

イ 維持管理を促進する対策 

空家等となった建物が周辺の住環境に悪影響を与えないよう、所有者等による適切な維

持管理を促します。 

ウ 利活用を促進する対策 

空家等の利活用として、空家バンクの開設などによる空家等の活用促進、流通促進につ

いて検討し、住宅ストック全体の質の向上と良好な住環境の形成を図ります。 

エ 除却・跡地利用を促進する対策 

空家等の除却を促すことで、空家問題の解消を図ります。また、除却後の跡地が放置さ

れることがないよう、跡地の利用を併せて促します。 

オ 管理不全な空家等を解消する対策 

所有者等に適正管理するよう指導を行います。また、周辺への悪影響が著しい場合は、

早急な解消を目的に必要な措置を実施します。 
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